合併協議資料（第２回）

協議第３号　合併の期日に関すること
【調整案】
合併の期日は、平成１６年１１月１日とする。
【決定】
合併の期日は、平成１６年１１月１日を目標とする。

協議第４号　新社会福祉協議会事務所の位置に関すること
【現状】　配付資料　
協議第４号資料１　事務所の位置資料
【調整案】

　　（本所の位置）

　　　新市社会福祉協議会を統括する本所事務所を、現在の三重県上野市中町２９７６番地１（上野ふれあいプラザ内）に置く。

　　　登記にあたっては、主たる事務所を、三重県上野市中町２９７６番地１（上野ふれあいプラザ内）に置くとする。ただし、新市の町名・字名が決定した場合、その住所地をもって登記する。

　　（支所の位置）

　旧市町村の区域を「地域福祉圏域」と位置づけ、各地域福祉圏域に設置されている現在の社会福祉協議会事務所を「支所」としてその業務を継続させる。
　　　新市社会福祉協議会の地域福祉圏域を単位とした支所事務所を、現在の三重県上野市中町２９７６番地１（上野ふれあいプラザ内）、伊賀町大字愛田５１３番地（伊賀町地域保健福祉センター「愛の里」内）、島ヶ原村４７４３番地（島ヶ原村老人福祉センター「清流」内）、阿山町大字馬場１１２８番地の１（阿山町保健福祉センター内）、大山田村大字平田６４４番地の１（大山田村福祉会館内）、青山町阿保１９８８の１番地（青山福祉センター内）にそれぞれ置き、新市社会福祉協議会上野支所、同伊賀支所、同島ヶ原支所、同阿山支所、同大山田支所、同青山支所とする。ただし、建物の名称及び支所の呼称に関しては、合併協議項目「組織及び事務機構に関すること」において調整する。
　　　登記にあたっては、従たる事務所を、主たる事務所として登記する住所地を除く全てを、新市町名・字名でもって登記する。
【調整根拠】

　　参考資料「市区町村社協経営指針」第３章　市区町村社会福祉協議会の組織及び組織運営Ⅰ　位置づけ・構成１．市区町村社会福祉協議会の位置づけ＜支所及び地区社協＞　１４ページ参照
　【決定】上記調整案の伊賀市社会福祉協議会を新市社会福祉協議会に修正（３カ所）
協議第５号　財産及び債務の取り扱いに関すること

　【現状】　配付資料　
協議第５号資料１　関係社協平成１４年度末財産目録一覧
【調整案】

関係社協の所有する財産および債務は、原則として全て新社協に引き継ぐものとする。
　【決定】調整案通り。ただし、詳細項目については継続審議とする。

　　協議第５号－１　流動資産及び流動負債
【調整案】

　　　　　関係社協の流動資産及び流動負債は、原則として全て新社協に引き継ぐものとする。ただし、本所会計を除く各種事業関係の流動資産及び流動負債は、それぞれの支所において管理する。
　　協議第５号－２　固定資産及び固定負債

　　　【調整案】
関係社協の所有する固定資産および固定負債は、原則として全て新社協

に引き継ぐものとする。
協議第５号－２－１　基本財産
　【調整案】
　　　　　新市社協の基本財産は、関係社協がそれぞれに１００万円を持ち寄り、定期預金６００万円とし、関係社協の所有する土地、建物を加えたものを基本財産とする。
協議第５号－２－２　その他の固定資産及び固定負債
　【調整案】
　　　　　関係社協の所有するその他の固定資産及び固定債務は、原則として全て新社協に引き継ぐものとする。ただし、本所会計を除く各種事業関係の固定資産及び固定負債は、それぞれの支所において管理する。
【継続審議】協議第５号－１～５号－２－２に関しては、再度幹事会に戻し、合併の基本的な考え方を再検討し、視察調査等他地区の情勢を調査し、次回の合併協議会に、組織機構・定款等と合わせて上程する。
協議第６号　役員等の定数及び任期、選出区分等の取り扱いに関すること
【現状】添付資料
　　　　協議第６号資料１　関係社協理事・評議員・監事選出母体一覧

【調整案】

役員の定数及び任期、選出区分について

役員の定数

　　　　理事：　１８名　　

監事：　　２名

役員の任期

　　　　設立当初の理事・監事の任期　

　　　　　理事：法人成立後開催する理事会・評議員会まで
　　　　　監事：法人成立後開催する理事会・評議員会まで
　　　　設立後の理事・監事の任期

　　　　　理事：理事の任期は２年とする

　　　　　監事：監事の任期は２年とする

　　　役員の選出区分
　　　　設立当初の理事

　　　　　伊賀地区社会福祉協議会合併協議会委員（会長・副会長・理事）

　　　　設立当初の監事

　　　　　伊賀地区社会福祉協議会合併協議会委員（事務局長から２名）
　　　　設立後の役員の選出区分
　　　　　理事の選出区分

　　　　　 地域代表　１２名

	上野支所選出理事２名
	阿山支所選出理事２名

	伊賀支所選出理事２名
	大山田支所選出理事２名

	島ヶ原支所選出理事２名
	青山支所選出理事２名


関係団体・学識経験者等　６名　　　　　　　　
	ボランティア活動を行う代表者（必須）
	社会福祉施設等の社会福祉事業を経営する団体の役職員（必須）

	民生委員・児童委員連合会
	当事者団体の代表者

	行政職員
	学識者


　　　　  監事の選出区分

　　　　　　学識経験者　２名

評議員の定数及び任期、選出区分について

　　評議員の定数：　３８名

　　評議員の任期：評議員の任期は２年とする

　　評議員の選出区分　　　　　　

地域代表　２４名

	上野支所選出評議員４名
	阿山支所選出評議員４名

	伊賀支所選出評議員４名
	大山田支所選出評議員４名

	島ヶ原支所選出評議員４名
	青山支所選出評議員４名


関係団体・学識経験者等　　１４名
	当事者等の組織（老人クラブ）
	事業者関係（更生保護団体）

	当事者等の組織（障害者団体）
	保健医療関係団体

	社会福祉に関する活動を行う団体（ボランティア団体・ＮＰＯ等）
	教育関係団体

	社会福祉に関する活動を行う団体

（農協等）
	社会福祉行政機関

	民生委員・児童委員
	社会福祉推進に必要な地域の主要な諸団体

	事業者関係（社会福祉施設）
	その他（学識経験者）

	事業者関係（社会福祉団体）
	その他（学識経験者）


　【決定】調整案通り。
